
８   剰余金処分（ 不足金処理） 案

（ 単位： 円）

項    目

 区    分

農作物共済勘定

家畜共済勘定

畑作物共済勘定

園芸施設共済勘定

  上記未処分剰余金を下記の通り処分する。

（ １） 農作物共済勘定

　 　当期剰余金2, 188, 259円を法定積立金に1, 458, 839円、特別積立金に729, 420円 （ 単位： 円）

項    目

 区    分 当期 累計 当期 累計

農作物共済勘定 1, 458, 839 5, 253, 837 729, 420 17, 986, 568

（ ２） 家畜共済勘定

当期剰余金10, 841, 409円法定積立金に5, 420, 705円、特別積立金に5, 420, 704円

項    目

 区    分 当期 累計 当期 累計

家畜共済勘定 5, 420, 705 7, 852, 492 5, 420, 704 7, 852, 491

繰越不足金 当期剰余金

2, 188, 259

未処分剰余金

224, 300, 552

763, 550, 248 164, 459, 700

特別積立金

2, 188, 259

10, 841, 409

法定積立金

法定積立金 特別積立金

164, 459, 700

摘　要
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摘　要
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224, 300, 552

―
60
―



（ ３） 畑作物共済勘定

　 　当期剰余金224, 300, 552円を法定積立金に112, 150, 276円、特別積立金に112, 150, 276円 （ 単位： 円）

項    目

 区    分 当期 累計 当期 累計

畑作物共済勘定 112, 150, 276 139, 420, 268 112, 150, 276 245, 192, 215

（ ４） 園芸施設共済勘定

　 　当期剰余金164, 459, 700円を繰越不足金763, 550, 248円に充当する。 （ 単位： 円）

項    目

 区    分 当期 累計 当期 累計

園芸施設共済勘定 0 0 0 0

（ 単位： 円）

項    目

 区    分

任意共済勘定 △ 3 , 3 9 0 , 3 1 1 3 , 3 9 0 , 3 1 1

  上記未処理不足金を下記の通り処理する。 （ 単位： 円）

項    目

 区    分

任意共済勘定 3, 390, 311 3, 390, 311 0

特別積立金法定積立金
摘　要

補填額合計 繰越不足金

法定積立金 特別積立金

当期剰余金
（ 当期不足金）

未処理不足金

摘　　要
法定積立金
による補填

繰越不足金 摘　 　要

特別積立金
による補填
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